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薬物依存症に対する最近のアプローチ

特集にあたって

松本

最近10年のあいだに，薬物乱用・依存をめぐる

状況にはさまざまな変化があった。なiかでも顕著

なのは乱用薬物の変化である。なるほど：覚せい

剤は依然としてわが国最大の問題であることに変

わりはないが　かつて問題であった有機溶剤はす

っかり－影を潜め，代わって「捕まらない薬物」が

台頭してきた。最初に問題化したのは，睡眠薬・

抗不安薬などのベンゾジアゼピン受容体作動薬で

ある。その薬物の主たる供給先は精神科医療機関

であり，それだけに薬物療法に偏重したわが国の

精神科医療への批判が集中した。次いで，脱法ハ
ーブなどの危険ドラッグが社会問題化し，危険ド

ラッグ対策の過程では，規制強化と脱法的な成分

の開発というイタチごっこがかえって危険ドラッ

グの毒性を高め，皮肉にも乱用者が「比較的安全

な」違法薬物に乗り替える，という事態が生じた。

そして最近，問題化しているのは，感冒薬や鎮痛

薬，カフェイン錠剤といった市販薬である。その

背景には，従来OTC（0Ver－the－COunter）薬の

ネット販売が解禁されたことの影響は無視できな

いだろう。さらに今後は，非がん性疫病にまで適

応が拡大されたオピオイド系鎮痛薬の乱用・依存

も危惧される。こうした「捕まらない薬物」の台

頭は，改めて我々に規制や犯罪化によって「供給

を断つ」だけでは限界があり，依存症に対する治

療によって「需要を低減する」必要があることを

示している。

変化したのは乱用薬物だけではない。最近10年

間のうちに，依存症治療や回復支援の領域にも変

化が見られている。かつての「底つきモデル」，あ

俊彦

るいは，ゼロトレランス的な厳しい治療アプロー

チは影を潜め，治療の主流は，動機づけ面接や，

ハームリダクションの考え方に影響された，治療

のアクセスが高く，継続性に優れたアプローチへ

とシフトしつつある。そのようなアプローチを汎

用性のあるかたちで構造化したものが，SMARPP

（SerigayaMethamphetamineRelapsePrevention

Program）である。この治療プログラムは，平成

28年度診療報酬改定において依存症集団療法とし

て，わが国の保険医療史上初めて薬物依存に特化

した医療技術として算定項目に追加され，現在，

実施施設は国内の精神科医療施設34カ所，稿神保

健福祉センター34カ所にまで広がっている。また，

薬物依存の地域支援において大きな役割を果たし

てきた，薬物依存当事者による民間リハビリ施設

「ダルク」も全国80施設以上にまでその数を増や

し，確実に国内各地に薬物依存の支援ネットワー

クを広げている。さらに，治療アクセスへの障壁

をより少なくし，さまざまな支援ネットワークの

隙間を埋める社会資源として，e－SMARPPのよ

うなウェブサイト上の介入も試みられている。

治療アプローチの変化に伴い，刑事政策にも大

きな変化が生じた。それは，「刑の一部執行猶予制

度」の施行である。この，平成28年6月より施行

された制度は，従来よりも刑務所収容期間が短縮

され，その分，長くなった保護観察期間にSMA－

RPPと同様の治療プログラムを集中的に実施する

というもので，わが国の薬物犯罪に対する刑事政

策が，あたかも米国のドラッグコートのように，

施設内処遇から地域内処遇へと舵を切り，将来的
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には治療的ダイヴァージョンへと進む可能性を期

待させるものである。しかし，この制度が効果的

に機能するには，保護観察終了後にも同様の介入

が継続される必要がある。その意味でも，地域の

社会資源をいかに拡充し，司法から保健・医療・

福祉へのシームレスなつなぎを担保するかが，喫

緊の課題となっている。それを実現するには，数

の限られた専門医療機関に頗るのではなく，一般

の精神科医療機関でもある程度対応できる体制作

りが必要である。実際，平成28年7月に発生した

相模原障害者施設殺傷事件では，容疑者が措置入

院時と犯行時に大麻を使用していたことから，滞

神科救急医療における薬物問題への介入のあり方
・が議論になった。今後は，一般滞神科医療機関で

実施可能な簡易介入プログラムの開発が必要であ

ろう。

もちろん，社会全体の偏見を解消することも重

要である。薬物依存者が地域で孤立せずに生活し

第11号　2017年11月

ていくには，一般市民における薬物依存者に対す

る偏見も解消されていかねばならない。そうした

偏見を助長するものとして，年々激しさを増して

いる，著名人・芸能人の薬物事件報道における過

剰なバッシングは無視できない。あのような報道

は，当事者の治療アクセスを妨げるとともに，

般市民の偏見を助長させている可能性がある。そ

の意味では，いかにしてメディア関係者を啓発す

るかという課題もある。

本特集では，以上に述べたような最近の薬物依

存臨床をめぐるさまざまな動きや課題を整理し，

さまざまな臨床実践を一望できる内容を企画した。

いずれも第一線級の専門家と注目の新進気鋭の著

者による執筆である。本特集を通じて，多くの精

神科医療関係者に薬物依存臨床をより身近に感じ

てもらい，「自分も何かやってみたい」と感じてい

ただけたならば幸いである。


